
別表１
番号 939
特定事業の名称 障害児通所施設における給食の外部搬入方式の容認事業
措置区分 省令
特例措置を講ず
べき法令等の名
称及び条項

児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）第11条第１項

特例措置を講ず
べき法令等の現
行規定

障害児通所施設における給食については、施設外で調理し搬入する方法は
認められないものであること。

特例措置の内容 地方公共団体が、その設定する特区における障害児通所施設の運営の合
理化を進める等の観点から、当該特区内の障害児通所施設において給食を
外部搬入することが特に必要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その
認定を受けたときは、当該認定の日以降は、障害児通所施設は、次の要件
に該当する場合、給食の外部搬入を行うことができる。
１．調理室として保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備を設け
ること
２．児童の食事の内容・回数・時機に適切に応じることができること
３．社会福祉施設において外部搬入を行う場合の衛生基準に従うとともに、
衛生面では保健所との協力の下に行い、また、現行の調理業務の委託・受
託に係る基準を遵守すること
４．必要な栄養素量を給与すること。また、食を通じた子どもの健全育成（食
育）を図る観点から、食育プログラムに基づき食事を提供するよう努めること

同意の要件 特になし
特例措置に伴い
必要となる手続き

特になし


